
給水配管更生装置NMRパイプテクター

設置契約書
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甲：エンブレム札幌清田管理組合

乙：日杢システム企画株式会社

.lOI»、/96 設置契ふ7



設置契約魯

発注者エンプレム札親消山秤坪租合（以下甲と称す） ｝涌れ＇＃者1J本システム介画株式会社（以

ト乙と称す）は給水配管史生装似 N.MRハイプテクター（以下商品と称す）を下，定の条件で甲が

乙に発注し、乙は甲に納入する亨を証する為、本契約を取り交わす¢
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第 1 条（商品）

N:\ll Rバイプテククー (PT-7/il) S X2 セット）

第 2条（設凶楊所｝

物件名：エンプレム札幌洒田

住 所： A4東北而研札幌巾渚山区渚山 2 条 3 「巨 7·27

H棟北海道札幌市柄田Fii'i，田 2 条 3 丁目 7·26

物（牛規模： ①築年数 28 年 0)階数A棟 l0 階•B 棟 11 階 Q)戸数 A柚 37 戸 •B 棟 44 戸
設笠揉所．給水ボンプニ次i)(IlA柚系統給水配管 (V I. f> 6/i/¥) 

給水ポンプ一次個IB棟系統給水配管 (V L f'65A) 

第 3 条（設世日）

平成Jつ年 ／（月 9 と ll

（甲乙協袋の 1・・ヽ而的こて記人するものとする）

第 4 条（代金）

別紙見桔苔（．滋H!8080803) によるe

第 5 条（支払条件）

中は乙に成誼工事完了月末締、翌月未日迄に代金の全額を銀行振込で女払う。

第 6 条（保証）

乙は甲に対し、商品につき次の事を保証する。

①保証期間：殺似日より 10年尚
②保証内容．次項以外の I卜．常なる使用状態で商品の効果が菩しく低 1、した場合は、乙

は無供で商品を交換する。

③保正対象外'/)条件•．商品を設世する配符人涌困U笈が 5 。℃以上での使用“旦し、 5 ゜℃以
下になるよう 11痢熟材を巻いての使用は除く）、主温が 80℃以上での伎
用、又は述統的な振勅がかかる場所での仙用・強い衡撃を与えたり、

装個を分解した椙合⇔

・不当な改造などによる破祖．

．瞑入者或は第三者が無l所で成む状況を変更した場合。

・火災地変などによる破損。
・保証苦のご提示がない場合。
・保証苫(I.)内容を芥き換えられた揚合。

・保証告の保証開始年片日及び販売店の品入がない器合令

・大災地変などによる出管継手の（立腔ずれに起因する赤錆閉塞ほ除く。
・配管の製造時やネジ切綽の加上イ注良により配管内を被複している樹脂

の下から涼が発生するプリスタ、現象に卸因する赤錆閉寒は除く。

・外部腐食及び異種金屁接合部からの紺水は除く。



第7 粂｛効果判匂

商品設霞日より 1 年経過後の 7•I• イバースコー・プでの内視銹詞査及び与点判定により、成似

前の内視鏡調•!t時の配秤内部閉寒叫比ベ卜配をもって効果有りとの判定をするc

「 調脊餘所 I 改善
遠403 号室 ! 品水器一次側揺雌岬第船手部手前側 1 53,4％→縮小改菩
B様 101 号宇 I 母水器一次側給水配管第一継手部予前il\l! | 56.1％→縮小改善

※但し、上記の判が条件は l U あたりの水の使用品が A棟，103 号玉及び B棟 101 り宰に

おいて 150Q I日というレベルから減少しない市吝条i'Iやする。

第8 条；返金保証）

第 7 条記載の効果が得られない湯合は、乙は甲に対し次項について約束する｀’
①設塁機器の撤ムをする。（無倣撤去J..,ボ及び現状役11:1)
②支払金額の全頷を支払われt.-J,;J条件にて返金する。

第9 条（コ付費fi担）

設宕前及び設世 1 年後のファイバースコープ調介型社Lの炊担．とする。
尚、以降の調•森者については甲の炊担と 1、、甲の依鄭こより乙が丈加するも(/)とするc

第 I 0条納入丈紹リスト記載）

工！え乙が甑品の納入実絞リストを作成するに当り、リストに記載される半を認めるものと
する。

第 1 1 条（協慈）

本契約について定めのないキ項については、中乙協謗して解決するも(I)とすな

甲及び乙は、本契約の締結の証として本苔 2通を作成し、署名捺1:11の 1・・、各 1 通を保持するものと
する。

平成v>'年／9 月 ｢ E 

甲：北海道札幌市油田 I"-沖田 2 条 3 丁目 7

ェンプレム札幌消田管理組合

理宰長 ：村上義量

乙：東京都渋谷区笹塚2-2 1 -1 2 

f:1本システム令固株式会社

代よ＜取締役社長熊野活行 軍
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平成 30 年 8 月 8 日
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御見積

エンブレム札幌浩田管理組合 御中

書

日本システム企
北海道札幌市中央区北 5!
TEL Oll-632·72n5/l<'紐

~
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l
 下記の通り御見栢申し上げます。

総金額金6, 8 0 8. 1 0 4 円

物 件 名 「エンプレム札幌消田」給水配管防錆装匿“庫Rバイプテククー”設社エ宰

納 期ご注文後 7 日以内

御受涼岩所；？拓定榊扉送料弊社負担

狸芝該生条件 月末日締め、翌月末日銀行振込み

備

見稽布功期限本岩日付6 ヶ月限り

曇
璧
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品番 品 名 設琶植所
価格

数蕊
金額

（円） （円）

lPT-7 5DS NMRパイプテクター 75D
絵水ポンプニ次側

1 2,950、000
A棟系統給水配管

,2,950,000 

CV-PT65 ステンレスラッキング65A 28,000 ]. 28,000 

PT-75DS NMRパイプテクター 75D
絵水ポンプニ次側

2,950,000 l 2,950,001) 
B棟系総給水配管

CV-i'1'65 ステンレスラッキング 65A 2!!,UOO 1 28,000 

設蕊工事要及び諸経蛍 ー式 347,800 

小 計 6,303,890 

消費税 504,~0,1 

^ロ• 計 ¥6,808』.104


